
れるようになりました。
　竹田印刷は、経営理念「Hard+Soft+Heart」を達成する
ためにも、温暖化への対策が重要であると考え、具体的な
取り組みを進めています。

　地球温暖化は、気温を上昇させるだけでなく地球全体の
気候を大きく変える「気候変動」を引き起こします。そして
気候変動が要因となっての集中豪雨や異常な高温がもたら
す多くの人的・物的被害は、日常生活に多大な影響をもた
らし、その深刻さから近年は「気候危機」という言葉も使わ

気候危機への対応

取水によって著しい影響を受ける水源

　竹田印刷は、事業を行う上で必要な水をすべて「水道」か
ら取水し使用しています。地下水の揚水はなく、当社の 

事業活動における2020年度の
資源投入と環境への排出

事業活動における取水によって著しい影響を受ける水源は
ありません。

環境活動環境活動 ［ ISO26000 / 6.5環境 ］ 

INPUT OUTPUT

原材料・副資材
用紙 25,701t
インキ 394t
フィルム 1t
ガラス 9t
スクリーンメッシュ 2t
刷版 66t
溶剤・乳剤・処理剤 11t
PPC用紙 17t
梱包ラップ 5t
PPバンド 8t

水道 35,361㎥
水

購入電力 12,223千kWh
都市ガス 745千㎥
ガソリン 47㎘

エネルギー

再生資源
再生紙分類 3,259t
固形燃料化分類 16t
金属類 7t
使用済み刷版 56t
木くず 29t

廃プラスチック類 33t
ガラス 0t

埋立処理

廃酸 13t
廃アルカリ 30t

中和処理

廃油 8t

焼却処理

温室効果ガスの増加
化石燃料の使用による

CO2の排出など

気候要素の変化
気温上昇 降雨パターンの変化 

海面水位上昇など

気候変動による影響
自然環境への影響
人間社会への影響

■  感染症対策
・ 事業継続計画の 

策定
・注意喚起

■  災害対策
・ 事業継続計画の策定
・災害用備蓄
・防災教育
・安否確認システムの通信訓練

■  熱中症対策
・ スポットエアコンの設置
・職場の温湿度管理
・緊急時の応急処置教育

温暖化による悪影響に備える適 応緩 和 温室効果ガスを減らす
■  電気使用量の削減

・ 輪転印刷機乾燥機の 
排気ファンモーターのインバーター化

・コンプレッサのインバーター化
・低電力型印刷機の導入
・省エネタイプのパソコン導入
・不要時の消灯、LED照明への変更
・クールビズ・ウオームビズの実施

■  社有車のCO2削減
・ 低排出ガス車への変更
・燃料電池車の導入
・ アイドリングストップ装置 

搭載車の導入
・ドライブレコーダーの設置
・ 日々の始業点検、定期点検の 

実施
・ 運転日報の作成 
（走行距離などの記録）

・ エコドライブの実施

■  社員の移動に伴うCO2削減
・ テレビ会議の実施
・テレワークの実施

印刷事業

半導体関連
マスク事業

ソリューション
事業

地球温暖化対策

環境負荷の全体像

3.9 8.47.3 12.2

6.1
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2020年度事故・緊急事態

　2020年度における事故・緊急事態は発生していません。
また、重大な漏出、有害廃棄物の輸送、事業活動での排水
や表面流水によって影響を受ける水域はありません。

訓練の様子

　竹田印刷は、各地方自治体の条例に基づき、地球温暖化対策に関する計画書などを作成し、各地方自治体に提出しています。

　騒音・振動を防止するために、印刷工場は建築設計の段
階から二重壁・二重窓構造にし、内壁には吸音材を使用し
た防音対策を施しています。また、振動を防ぐ振動防止対
策基礎設計の建築となっています。  
　騒音の測定記録については、時間率騒音レベルを求めた
結果、全時間帯において規制基準値を下回りました。

事故・緊急事態に対する対策

　竹田印刷では、事故・緊急事態の可能性として「火事・爆
発・漏えい（大気・水系・土壌）など」を想定し、発生した場
合の環境への重大な
影響（大気汚染・水質
汚濁・土壌汚染など）
を防ぎ、迅速に対応・
処置するために「不適
合及び緊急事態対応

管理規定」を定めています。その中で、予防・初期処置およ
び対処に必要な設備・防災備品の設置のほか、連絡網の明
示・模擬訓練の実施・発生時の基本行動などについて定め
ています。

　竹田印刷は、環境マネジメントにおける化学物質などの
管理に関し必要な事項を「化学物質リスクアセスメント規
定」に定め、自主的な適正管理や安全性の高い代替物質へ
の転換を促進するとともに、化学物質による危害防止、火
災予防、労働災害の防止ならびに廃棄物の拡散防止に努め
ています。

　事業活動の中で発生する廃棄物を適正に処理するため
「環境側面特定管理規定」を定めています。廃棄物は、それ
ぞれ種類別に保管し、管理方法を決めています。特に特別
管理産業廃棄物は、水質汚濁や土壌汚染を招かないように
厳しく管理しています。  
　また、年に1回以上は、産業廃棄物処理業者への立入り
調査を行い、廃棄物の処理が適正に行われているかどう

かを目視により確認し
ています。

　大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当しているオフ
セット輪転機の乾燥装置は、定期的に年2回の排出ガス測
定を実施しており、法規制値より厳しい自主管理値を設定
し徹底管理を行っています。
　また、東京都環境局が推進する

「Clear Sky サポーター」に登録し、大
気環境の改善に向けた取り組みを進
めています。 

現地立ち入り調査

　排水量に関しては測定していませんが、水質については、
PH（水素イオン濃度）、BOD（生物化学的酸素要求量）、SS

（浮遊物質量）、金属含有量、有害物質などの項目を定期的
に年2回測定し、法規制値より厳しい自主管理値を設定し
徹底管理。管理値以内であることを確認した上で、下水道
に排水しています。

緊急時への準備対応

騒音・振動の予防策と測定状況

［環境保全活動の推進］

廃棄物の管理・運営

地域の環境保全条例と政策への対応

化学物質管理 排出ガスの予防策と測定状況

工場排水処理策と測定状況

3.9

14.33.9 12.4

14.33.9 6.3

11.63.9

3.9 12.411.6 14.1

14.13.9 12.46.3 11.6

13.13.9 12.47.3 11.6

環境活動ガバナンス 社会活動
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